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いすみ市地域おこし協力隊員募集要項 

 

少子高齢化及び人口減少による地域活力の低下や、コミュニティの存続などが懸念されるなか、市外か

らの人材を誘致し新たな発想・能力を活用することで、定住促進活動を通じて人口の増加による地域の活

性化を推進するとともに、隊員の定住を図るため、以下のとおり地域おこし協力隊員を募集する。 

 

１．募集人数 

地域おこし協力隊員 １名 

 

２．募集条件 

以下のすべての項目に該当するものを対象とする。 

（１）年齢２０歳以上（応募時点現在） 

（２）応募時に３大都市圏をはじめとする都市地域に居住していて、隊員として採用された場合はいすみ

市内に居住し住民票を異動すること。家族での居住も可能。採用される前に既にいすみ市に定住・

定着している者（既に住民票の異動が行われている者等）は対象外。 

（３）普通自動車運転免許を持っていること。 

 

３．任期 

初年度の委嘱期間は令和６年８月１日から令和７年３月３１日までとする。次年度からは年度毎に

委嘱することができるものとし、最長３年間（令和９年７月３１日まで）とする。 

なお、地域おこし協力隊としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であっても委嘱を解く

ことができるものとする。 

 

４．活動時間、活動日数、休暇日等 

（１）活動時間は原則として７時間４５分とする。 

※始業・終業時間及び休日は活動（業務）の状況により変動する。（早朝・晩の活動あり） 

（２）活動日数は原則として１ヶ月２０日間とする。 

（３）隊員の休暇日は、市と協議のうえ決定する。 

（４）隊員は、年末年始、忌引など別に定める休暇の原因に対し、報償費の支給を受けて活動を行わない

ことができる。 

 

５．報償費等 

報償費及び健康保険等の条件は次のとおり。ただし、隊員は市長から委嘱を受け、その活動の対価と

して、報償費の支給を受けるものとし、隊員と市との雇用契約は存在しない。 

（１）報償費は月額１９２，０００円とする。（１ヶ月間の活動日数が２０日に満たない場合は、１日当

たり９，６００円の日割り計算により支給するものとする。） 

（２）市との雇用契約は存在しないため、所得税、住民税、国民健康保険税などの税金、介護保険料、年

金保険料などは隊員が納める。 
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６．隊員の活動 

隊員は、地域おこし協力隊として、次に掲げる活動を行う。活動の詳細については、市と協議のうえ 

決定する。 

 

分野 いすみ市移住定住促進【空き家活用】事業 

活動内容 いすみ市は合併時からこれまでさまざまな移住定住施策を実施し、現在は宝島社による

「２０２４年度版第１２回住みたい田舎ベストランキング」において８年連続首都圏エリ

アで総合部門第１位（若者世代、単身者部門・子育て世代部門・シニア世代部門いずれも

１位）を獲得するほど移住者にとって魅力的な市となりました。しかし、いすみ市への移

住を検討しても住む家が見つからない、住みたい家が無いなど移住者にとって大きな課題

が生じています。一方で、総務省「平成 30年住宅・土地統計調査」によると市内の使用目

的の無い空き家は２，６８０戸、空き家率は１３．１％、この空き家率は全国の空き家率

の約２．３倍となり、人口減少と連動し、空き家の戸数は増加傾向にあるとの調査結果が

でています。このように借りたい人はいるものの市内の空き家が増えるのは、借りたい人

の求める空き家条件が高くなっていることや、所有者が空き家を活用せず老朽化してしま

っていることなど、様々なことが要因として考えられます。老朽化する前に空き家を有効

活用できるように、借りたい人と貸したい人をマッチングする「空き家バンク制度」を活

用することにより、移住希望者等の住居不足や管理不全空家・特定空家の解消につながり

ます。 

今回、地域おこし協力隊として募集を行うことで、上記のような空き家問題に取り組み、

移住定住促進事業に貢献していただけるような方を期待しています。具体的な活動内容は

面接等において決めていくことにはなりますが、概ね、以下のような活動を行っていただ

く予定です。 

（１）移住定住促進に向けた空き家活用事業 

 移住相談の対応、空き家バンクの管理・運営、制度周知、利用登録促進、物件登録促進、

空き家物件調査、空き家物件一覧作成等 

（２）その他 

 本人の適性や希望に合わせて、移住定住促進業務や空き家バンク業務に関する事業を新

たに立ち上げ、実施することも大いに歓迎します。 

 

７．隊員の活動等に対する支援 

市は、隊員が地域において円滑かつ効果的に活動が実施できるよう、以下に掲げる隊員の活動や生活

を支援する。なお、市はその支援業務を、その業務の実施が可能と認められる団体等（支援団体）に委

託することができる。 

（１）隊員が行う活動に関する指導及び支援 

（２）活動拠点となる事務所の確保の支援 

（３）隊員が地域で生活するための住居の確保などの支援 
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（４）隊員が地域に定着するための支援 

（５）隊員が行う活動の取組状況、活動の成果等の情報発信 

（６）その他 

 

８．活動経費等の負担 

以下の活動等の経費については、予算の範囲内において、必要に応じて市または支援団体が負担す

る。なお、負担の可否については市及び支援団体と協議のうえ決定する。 

（１）隊員の活動拠点となる事務所の管理に要する通信運搬費等の経費 

（２）隊員の活動に要する消耗品等の事務的経費 

（３）隊員が活動に使用する自動車等の借上料及び燃料費 

（４）隊員が地域おこし協力隊に係る研修プログラムへ参加する場合の負担金及びそれに要する旅費 

（５）隊員の地域おこし協力隊としての活動で受けた傷害に対応するための保険料 

（６）隊員の活動内容や得られた成果等の情報発信に要する経費 

（７）隊員が地域で生活するための住居確保に要する経費（隊員の住居の家賃は月額５万円を限度とし、

超える場合は超過分を隊員が負担する。また、住居における光熱水費、通信費は隊員が負担する。） 

 

９．応募手続 

（１）応募受付期間 

令和６年５月１日（水）から令和６年５月３１日（金）まで 

※令和６年５月３１日（金）必着。 

（２）応募方法 

別紙「いすみ市地域おこし協力隊員応募用紙」に必要事項を記入し、活動目標レポート、履歴書、

住民票（都市部に居住しているかどうかを確認するためのもの）を添付、いすみ市役所企画政策課

に郵送又は持参。 

（３）書類の配布方法 

募集要項、応募用紙、活動目標レポート用紙については、いすみ市役所企画政策課の窓口で配布す

る。また、いすみ市ホームページからもダウンロードにより入手可能。 

いすみ市ホームページＵＲＬ http://www.city.isumi.lg.jp/ 

 

１０．選考 

（１）１次選考（書類選考） 

１次選考として書類選考を行い、結果を令和６年６月７日（金）に文書で応募者全員に郵送する。 

 

（２）第２次選考（面接） 

第１次選考合格者を対象に、令和６年６月１４日（金）（予定）にいすみ市役所大原庁舎にて第２

次選考試験（面接）を行う。 

 

（３）最終選考結果の報告 

http://www.city.isumi.lg.jp/
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最終結果報告は、令和６年６月２１日（金）（予定）に文書で第２次選考受験者全員に郵送する。 

なお、応募に係る経費はすべて応募者の負担とする。 

 

 

 

１１．応募、問い合わせ先 

〒２９８－８５０１ 

 

千葉県いすみ市大原７４００－１ 

 

いすみ市役所 企画政策課 （担当：鵜沢） 

Tel：０４７０－６２－１３８２ Fax：０４７０－６３－１２５２ 


